
６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　施設等に通所（通園）する人に対し、交通費を助成します。
　施設（事業所）が送迎サービスを提供している場合は助成しません。
※児童については所得制限があります。

【１８歳以上】
市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

【１８歳未満】
市役所３階　こども未来部　こども支援課（育成担当）　　TEL　０７２－７４０－１４００
（申請は施設と連絡して行ってください）

・申請書
　※まず通所経路を申請してください。
・印鑑（自署の場合は不要）

＊助成は事業所を通じて３ヶ月分（４～６月、７～９月、１０～１２月、１～３月）をまとめて行います。

　・障害者総合支援法等に基づく施設に通所する人、及び
障がいの状況により単独で通所できない人またはその介護
者
※ただし生活介護については、日当たりの工賃平均額が３千
円を超える事業者が提供するサービスに限る。
　・児童福祉法に基づく施設に通所する人、及び障がいの状
況により単独で通所できない人またはその介護者
※ただし、利用負担上限額が０円の児童のみ。
　・地域活動支援センター等に通所する人

＊申請書を提出した月以降の決定となります。遡っての助成は行わないため、ご注意ください。

身体障がい 　１～６級

知的障がい 　Ａ・Ｂ１・Ｂ２

精神障がい 　１～３級

障がいの種類 等級 備考

［留意事項］

＊通所予定の施設（事業所）が通所費の対象となるかは直接障害福祉課またはこども支援課までお問い
合わせください。

◆対象となる人

◆説明

福祉施設通所費助成

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

減免される施設は以下の５つ
・総合体育館
・弓道場
・市民体育館
・市民温水プール
・知明湖キャンプ場

総合体育館・弓道場・市民体育館・市民温水プール

知明湖キャンプ場

総合体育館・弓道場 TEL　０７２－７５９－９７１２
市民体育館 TEL　０７２－７９３－１８８８
市民温水プール TEL　０７２－７５５－０２５７
知明湖キャンプ場 TEL　０７２－７３４－６７４７

・障害者手帳等障がいを証する書類

当該施設を障がい者が使用する場合は、半額になります（障害者手帳の提示が必要）。
当該障がい者の介助のため、障がい者１名につき原則１名の介助者が使用する場合は、無料となります。
ただし、６５歳以上の人については障害者手帳をお持ちでなくても半額となり、６５歳以上であることによる
減免と障害者手帳の減免とは併用することができません。

当該施設を障がい者が使用する場合は、使用料（貸出寝具使用料を除く）を免除します。
当該障がい者１名につき２名までの介助者が当該施設を使用する場合も免除します。
施設使用許可申請書提出の際、障害者手帳等、障がいを証する書類を提示して下さい。

知的障がい 　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
精神障がい 　１～３級

［留意事項］

障がいの種類 等級 備考
身体障がい 　１～６級

◆対象となる人

スポーツ・レジャー施設使用料金の減免

◆説明

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

川西市郷土館

川西市郷土館　　TEL　０７２－７９４－３３５４

・障害者手帳
※事前の手続き、申請は不要。入館時に障害者手帳を提示。

減免される施設

当該施設を障がい者が使用する場合は、半額になります（障害者手帳の提示が必要）。
当該障がい者の介助のため、障がい者１名につき原則１名の介助者が使用する場合も、半額になります。
ただし、６５歳以上の人については障害者手帳をお持ちでなくても半額となり、６５歳以上であることによる
減免と障害者手帳の減免を併用することはできません。

知的障がい 　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
精神障がい 　１～３級

［留意事項］

障がいの種類 等級 備考
身体障がい 　１～６級

◆対象となる人

◆説明

文化施設使用料金の減免

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

・普通自動車
・普通自動二輪車

＜助成額＞
　自動車運転免許取得に直接要した経費の２／３以内とし、１００，０００円を限度とします。
＊運転免許取得後１ヶ月以内に手続きをしないと助成を受けることができません。
＊事前申請は不要です。

市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

・運転免許取得に要した費用を証明する書類
・運転免許証のコピー
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・印鑑（自署の場合は不要）
・障がい者本人名義の通帳

＜対象となる免許の種類＞

　運転免許を新規に取得し、就労等が見込まれる人

　免許取得以前から身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けて
いる必要があります。

　障がい者の社会活動への参加と自立の促進を図ることを目的として運転免許取得費の助成をするもの
です。

知的障がい 　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
精神障がい 　１～３級

［留意事項］

障がいの種類 等級 備考
身体障がい 　１～６級

◆対象となる人

◆説明

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの

自動車運転免許取得費助成
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　就労等のため自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要のある人
※所得制限があります。
※改造前に事前に申請が必要です。

　自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する経費で１００，０００円を限度とします。

市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

＜事前申請時＞ ＜改造後＞
・改造費用見積書 ・改造完了届
・運転免許証 ・改造完了証明
・身体障害者手帳 ・請求書
・車検証
・印鑑（自署の場合は不要）
・申請書

障がいの種類 等級 備考

［留意事項］

身体障がい 　１～６級 　上肢、下肢、体幹機能障害に限る

◆対象となる人

◆説明

自動車改造費助成

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　施設（養護老人ホーム等）に入所していない人、入院していない人

　また、助成制度を利用できるのは、本市と契約のあるタクシー会社に限定されます。
※利用できるタクシー会社、連絡先等は、助成利用券に記載しています。

＜助成方法＞

【１８歳以上】
市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

【１８歳未満】
市役所３階　こども未来部　こども支援課（育成担当）　　TEL　０７２－７４０－１４００

・身体障害者手帳または療育手帳
・印鑑（自署の場合は不要）
・申請書

リフト付寝台タクシー料金助成（Ｐ４９参照）
川西市高齢者外出支援サービス（地域福祉課）

　電車・バス等の交通機関を利用することが困難な重度障がい者(児)が移動手段としてタクシーを利用し
た場合、基本料金相当額を助成します。

　年４８枚を限度として、タクシー料金助成利用券を交付します（交付は申請のあった翌月からになりま
す）。
※こちらの交付を受けた場合は、リフト付寝台タクシー料金助成と川西市高齢者外出支援サービスを受け
られません。
　川西市高齢者外出支援サービスで受け取られたタクシー券は地域福祉課に返却してください。
※利用者が死亡したとき、他市に転出したとき、施設に入所したとき、利用券が不要になったとき、有効期
限が過ぎたときは、助成利用券を速やかに返還してください。

［留意事項］

身体障がい 　１・２級
　肢体（１・２級）、視覚（１・２級）、内部機能障がい者（１級）に
限る

障がいの種類 等級 備考

知的障がい 　Ａ 

◆対象となる人

◆説明

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの

◆関連する項目

重度障害者等タクシー料金助成
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　施設（養護老人ホーム等）に入所していない人、入院していない人

＜助成方法＞

【１８歳以上】
市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

【１８歳未満】
市役所３階　こども未来部　こども支援課（育成担当）　　TEL　０７２－７４０－１４００

・身体障害者手帳または療育手帳
・印鑑（自署の場合は不要）
・申請書

重度障害者等タクシー料金助成（Ｐ４８参照）
川西市高齢者外出支援サービス（地域福祉課）

　重度障がい者（児）で常時車いすを利用している人がリフト付寝台タクシーを利用した場合、その費用の
半額（ただし、５０００円を上限額とする）を助成します。料金体系は会社によって異なりますので、利用する
場合は必ず事前に問い合わせをしてから予約をしてください。
　また、助成制度を利用できるのは、本市と契約のあるタクシー会社に限定されます。
※利用できるタクシー会社、連絡先等は、助成利用券に記載しています。

　年４８枚を限度として、タクシー料金助成利用券を交付します（交付は申請のあった翌月からになりま
す）。
※こちらの交付を受けた場合は、重度障害者等タクシー料金助成と川西市高齢者外出支援サービスを受
けられません。
　　川西市高齢者外出支援サービスで受け取られたタクシー券は地域福祉課に返却してください。
※利用者が死亡したとき、他市に転出したとき、施設に入所したとき、利用券が不要になったとき、有効期
限が過ぎたときは、助成利用券を速やかに返還してください。

障がいの種類 等級 備考

［留意事項］

身体障がい 　１・２級
　肢体（１・２級）、視覚（１・２級）、内部機能障がい者（１級）で
外出時の移動手段として常時車いすを必要とする人

知的障がい 　Ａ 　外出時の移動手段として常時車いすを必要とする人

◆対象となる人

◆説明

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの

◆関連する項目

リフト付寝台タクシー料金助成
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

＜助成額＞

【１８歳以上】
市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

【１８歳未満】
市役所３階　こども未来部　こども支援課（育成担当）　　TEL　０７２－７４０－１４００

　＊６５歳以上の人は窓口が異なりますので、担当課にお問い合わせください。
　・介護認定がある場合

市役所１階 福祉部　介護保険課 TEL　０７２－７４０－１１４８
　・介護認定がない場合

市役所１階　 福祉部　地域福祉課　 TEL　０７２－７４０－１１７４

・工事見積書
・図面
・生計中心者の前年分の市・県民税額、所得税額を証明する書類
・家主の工事承諾書（借家の場合）
・印鑑（自署の場合は不要）
・申請書

障害者住宅整備資金貸付事業

　障がい者が住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が送れるように住宅の増改築・改造費用を助成し
ます。

　住宅の増改築、改造に要した経費で、合計１，０００，０００円を限度額とします。
　また、世帯の生計中心者の所得税額等により、対象経費に助成率を乗じた金額を助成します。
※世帯の生計中心者の所得税額等により、助成が受けられない場合もあります。

知的障がい 　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
［留意事項］

　※所得制限があります。
　※昭和５６年５月以前に建築された戸建て住宅については、耐震診断を受けてください。
　※障がいの状態によっては助成が受けられない場合がありますので事前にご相談ください。

障がいの種類 等級 備考
身体障がい 　１～６級

◆対象となる人

◆説明

障害者住宅改造費助成

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの

◆関連する項目
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
　１～３級

割引内容・率

手続先(問い合わせ窓口) 公益財団法人自転車駐車場整備センター
TEL　０６－６４４９－０９９１

手続に必要なもの 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

※鼓滝駅、多田駅の各駐輪場は、平野駅自転車駐車場管理室にお尋ねください。

割引内容・率 使用料免除

手続に必要なもの 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
備考

割引内容・率 最初の３時間を使用料免除
問い合わせ窓口 タイムズサービス株式会社　　TEL　０１２０－７２－８９２４
手続に必要なもの 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
備考

問い合わせ窓口 市役所４階　総務部　総務課　TEL　０７２－７４０－１１４０

※川西池田駅南第２、川西池田駅北、川西池田駅北第２の各駐輪場は、川西池田駅北立体自転車駐車
場管理室にお尋ねください。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人が自ら運
転する場合または同乗している場合が対象。
来庁される度に行かれた最後の窓口で手帳を提示して手続きしてください。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人が自ら運
転する場合または同乗している場合が対象。

能勢電鉄平野駅  川西市平野３－１５－４３ ０７２－７９２－５１２１

川西池田駅北立体  川西市栄根２丁目７－７０ ０７２－７５７－７７５７
川西能勢口駅西  川西市栄町１０２４－１　（阪急川西能勢口駅高架下） ０７２－７５５－１５４５

精神障がい

定期使用料金の５割減額（但し、減額後、１０円未満の端数がある場合は、切り
捨てた額とする）

◇住所、電話番号
名称 住所 電話番号

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆対象となる人

◆駐輪場

駐車料金割引

◆市役所内駐車場

◆ドラゴンランド駐車場
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２

［留意事項］

第１種身体障害者手帳所持者または第１種療育手帳（Ａ判定）所持者が介護者と利用するとき
割引内容・率 本人と介護者１人が５割引

＜割引となる乗車券等の種類＞

乗車券発売所
身体障害者手帳または療育手帳

備考 ・障がい者単独で利用する場合は、第２種扱いとなります。

割引内容・率 本人のみ５割引
＜割引となる乗車券等の種類＞
普通乗車券
乗車券発売所

手続に必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳
備考

第１種身体障害者手帳所持者または第１種療育手帳（Ａ判定）所持者が介護者と利用するとき
割引内容・率 本人と介護者一人が５割引

切符売り場
手続に必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳
備考 障がい者単独で利用する場合は、第２種扱いとなります。

割引内容・率 本人のみ５割引
切符売り場

手続に必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳

普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券（特別急行列車に対する急行回数乗車
券を除く）、急行券（特別急行券を除く）

・大人乗車券を購入する対象者が介護者と共に乗車する場合で、片道１００ｋｍ
までの普通片道乗車券を購入する場合に限り、自動券売機で小児乗車券を購
入し、乗車できます。

第２種身体障害者手帳所持者または第２種療育手帳（Ｂ１、Ｂ２判定）所持者が片道１００ｋｍを超える区
間を利用するとき

第２種身体障害者手帳所持者または第２種療育手帳（Ｂ１、Ｂ２判定）所持者が片道１００ｋｍを超える区
間を利用するとき

手続先（問い合わせ窓口）

手続に必要なもの

手続先（問い合わせ窓口）

手続先（問い合わせ窓口）

手続先（問い合わせ窓口）

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆対象となる人

◆ＪＲ

交通機関等の割引（鉄道）

◆私鉄
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　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２

［留意事項］
　

割引内容・率 本人と介護者一人が２割５分引
航空会社支店、営業所、代理店

手続に必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

第１種身体障害者手帳所持者または第１種療育手帳（A判定）所持者
割引内容・率 本人と介護者一人が５割引

運賃支払い時に乗務員に手帳を提示してください。
手続に必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳
備考

第２種身体障害者手帳所持者または第２種療育手帳（Ｂ１、Ｂ２）所持者
割引内容・率 本人のみ５割引

運賃支払い時に乗務員に手帳を提示してください。
手続に必要なもの 身体障害者手帳または療育手帳
備考

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者または精神障害者保健福祉手帳所持者
割引内容・率 運賃の１割引

運賃支払時に乗務員に手帳を提示してください。
手続に必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

手続先（問い合わせ窓口）

手続先（問い合わせ窓口）

手続先（問い合わせ窓口）

介護者が本人と共に割引を受ける場合、【バス介護付】の押印が手帳にされて
いる必要があります。

備考 一部精神障害者保健福祉手帳の取り扱いがない会社がありますのでご注意く
ださい。

精神障がい 　１～３級

１２歳以上の身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者または精神障害者保健福祉手帳所持者

手続先（問い合わせ窓口）

備考 【日本航空グループ（※１）】
※１　日本航空グループ：日本航空、日本トランスオーシャン航空、日本エアコ
ミューター、琉球エアコミューター、ジェイエア、北海道エアシステム、フジドリー
ムエアラインズ、新中央航空、アイベックスエアラインズ、東邦航空、オリエンタ
ルエアブリッジ及び天草エアライン

【全日本空輸グループ等（※２）】
※２　全日本空輸、ＡＮＡウイングス、ＡＩＲＤＯ、ソラシドエア、スターフライヤー

　現在障がい者等に対する航空旅客運賃割引を実施している他の航空運送業
者については、直接航空会社へご確認ください。

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆対象となる人

◆国内航空運賃

交通機関等の割引（飛行機・バス・タクシー）

◆バス運賃

◆タクシー
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　１～６級
　Ａ

・第１種身体障害者手帳所持者
・第１種療育手帳（A判定）所持者

割引内容・率

・第２種身体障害者手帳所持者
割引内容・率 本人が運転する場合のみ通常料金の半額になります。

※

＜以下の自動車は対象になりません＞

・車検証の「自家用・事業用の別／適否」欄に「事業用」と記載されているもの

＜申請先＞
【オンライン申請（ETCを利用する場合のみ）】
URL　https://www.expressway-discount.jp　　　　QRコード→

【窓口申請（１８歳以上）】
市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

【窓口申請（１８歳未満）】
市役所３階　こども未来部　こども支援課（育成担当）　　TEL　０７２－７４０－１４００

【ETC割引登録（登録したのに割引されていない等）に関するお問い合わせ】
有料道路ETC割引登録係　TEL　０４５－４７７－１２３３

・ＥＴＣを利用しない場合
　身体障害者手帳または療育手帳、障害者本人の運転免許証（第２種の場合）

・ＥＴＣを利用する場合（オンライン申請可能、ETCを利用しない場合の申請を兼ねています）

本人が運転する場合及び本人以外の者が運転する場合、通常料金の半額になります。

ETC利用の有無にかかわらず、割引登録申請が必要となります。
また、ETCを利用される場合、障がい者１人につき１台の登録が必要となります。
登録する自動車の所有者名義は、本人、または配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びそ
の配偶者、同居の親族等に限ります。第１種の手帳をお持ちの方で上記の方が自動車を所持していな
いときは、障害者ご本人を継続して日常的に介護している方の名義でも登録が可能です。

・割賦購入（ローン）、または長期リースにより自動車を利用している場合以外で、車検証の「所有者の氏
名または名称」欄または「使用者の氏名または名称」欄に法人名が記載されているもの

　身体障害者手帳または療育手帳、車検証、割賦契約書またはリース契約書（割賦購入または長期リース
の場合）、ＥＴＣカード（原則、障がい者本人名義のもの）、ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書、障害
者本人の運転免許証（第２種の場合）

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆対象となる人

交通機関等の割引（有料道路）

◆説明

◆手続に必要なもの
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
　１～３級

［留意事項］

　下の「説明」欄に記載した事項に該当する場合、減免となります。

＜全額免除＞

＜半額免除＞
・契約者が身体障害者手帳を所持する視覚障がい者または聴覚障がい者で世帯主の場合

※

【１８歳以上】
市役所１階　福祉部　障害福祉課　　TEL　０７２－７４０－１１７８

【１８歳未満】
市役所３階　こども未来部　こども支援課（育成担当）　　TEL　０７２－７４０－１４００

＊放送受信料免除申請書は、放送受信契約書を兼ねております。
　そのため、契約内容等についてのお問い合わせは、
ＮＨＫ　神戸放送局　経営管理企画センター　　TEL　０７８－２５２－５０５０　まで。

・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・所得の確認ができる書類
　＊本市に市民税の税務資料がある人は証明書の提出を省略することができます。
・印鑑

精神障がい

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税（住民税）非
課税の場合

・契約者が障害者手帳を所持する重度の障がい者（身体障がい１～２級、知的障がいＡ判定、精神障がい
１級）で世帯主の場合

受信料免除基準における世帯とは、「住居および生計をともにする者の集まりまたは独立して住居もしく
は生計を維持する単身者」をいいます。（放送受信規約第２条第３項）

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆対象となる人

◆説明

ＮＨＫ放送受信料の減免

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの
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○点字郵便物・特定録音物等郵便物　・・・　無料（３ｋｇまで）

＊点字郵便物
点字郵便物は、点字のみを掲げたものを内容とするものです。

＊特定録音物等郵便物

○心身障がい者用ゆうメール・聴覚障がい者用ゆうパック・点字ゆうパック
＊心身障がい者用ゆうメール

郵送料

＊聴覚障がい者用ゆうパック

郵送料 重量は一律３０kgまで

＊点字ゆうパック
郵送料 重量は一律３０kgまで

日本郵便株式会社　川西郵便局
〒６６６－８７９９

川西市栄町１３－１８　　TEL　０５７０－９４３－２４５

特定録音物等郵便物は、盲人用の録音物または点字用紙を内容とする郵便物で日本郵便（株）が指定す
る施設から差し出し、またはこれらの施設宛てに差し出されるものに限ります。

身体に重度の障がいのある人または知的障がいの程度が重い人と一定の図書館との間で発受されるもの
に限ります。

聴覚障がい者用ビデオテープを内容とし、聴覚障がい者と日本郵便（株）が指定する施設との間で発受さ
れるものに限ります。

１４０サイズ １６０サイズ １７０サイズ

料金 １００円 ２１０円 ３２０円 ４２０円 ５２０円 ６３０円 ７３０円
サイズ ６０サイズ ８０サイズ １００サイズ １２０サイズ

１４０サイズ １６０サイズ １７０サイズ

料金 １００円 ２１０円 ３２０円 ４２０円 ５２０円 ６３０円 ７３０円
サイズ ６０サイズ ８０サイズ １００サイズ １２０サイズ

～２kg ～３kg

料金 ９２円 １１０円 １５０円 １８０円 ２３０円 ３１０円
重量 ～１５０g ～２５０g ～５００g ～１kg

◆説明

点字郵便物等の料金割引

◆手続（申請）先

- 56 -



６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
　１～３級

［留意事項］
　・ふれあい案内については障がいの種類・等級による制限があります。

　・電話リレーサービスについては聴覚や発話に困難がある人が対象となります。

○携帯電話の基本使用料等の割引

○ふれあい案内(無料番号案内)

＜対象＞
・視覚障がい者：１～６級
・肢体障がい者：１級・２級
※ただし、上肢・体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害に限る
・聴覚障がい者：２級・３級・４級・６級
・音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい者：３級・４級
・療育手帳所持者：Ａ・Ｂ１・Ｂ２
・精神障害者保健福祉手帳所持者：１～３級

＜申請に関する問い合わせ＞

○電話リレーサービス

一般財団法人日本財団電話リレーサービス　カスタマーセンター
TEL　０３－６２７５－０９１２
※受付時間は、午前９時３０分～午後５時　（年末年始を除く）
※電話での問い合わせが難しい人は、ホームページ内の
　「お問い合わせフォーム」または「手話・文字チャット」をご活用ください。

精神障がい

　無料で電話番号を案内する「ふれあい案内」を提供しています。利用を希望される場合は事前の登録が
必要です。

＜対象者＞
聴覚や発話に困難がある人（聴覚障がい者、難聴者、発話困難者）

＜申請に関する問い合わせ＞

　割引の有無を含め、 詳しくは各電話会社にお問い合わせください。

ふれあい案内事務局
TEL　０１２０－１０４１７４
FAX　０１２０－１０４１３４
※受付時間は、午前９時～午後５時(土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く)

　聴覚や発話に困難がある人（聴覚障がい者等）と、きこえる人（聴覚障がい者等以外の人）との会話を通
訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることが
できるサービスです。２４時間・３６５日、双方向での利用、緊急通報機関への連絡も可能となります。利用
を希望される場合は事前の登録が必要です。

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆対象となる人

◆説明

携帯電話の料金割引・ふれあい案内(無料番号案内)

・電話リレーサービス

ホームページはこちら
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［留意事項］

○一般障害者控除
【対象者】
　・３～６級の身体障害者手帳を持っている人
　・知的障がい者と判定された人（療育手帳：Ｂ１、Ｂ２）
　・２級、３級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
【控除額】
所得金額から２７万円が控除されます。

○特別障害者控除
【対象者】
　・１級、２級の身体障害者手帳を持っている人
　・重度の知的障がい者と判定された人（療育手帳：Ａ）
　・１級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
【控除額】
所得金額から４０万円が控除されます。

詳しくは税務署へお問い合わせください。

伊丹税務署
〒６６４－８５０５

伊丹市千僧１丁目４７－３　　TEL　０７２－７７９－６１２１

(控除対象となる配偶者または扶養親族が同居特別障害者の控除額は７５万円となります)

障がいの種類 等級 備考

身体障がい 　１～６級
　　・障がい者（児）が所得税の納税義務者本人
　　・障がい者（児）が所得税の納税義務者の控除対象配偶
者、扶養親族である場合

知的障がい 　Ａ・Ｂ１・Ｂ２

精神障がい 　１～３級

◆対象となる人

◆説明

税の控除（所得税）

◆手続（申請）先
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　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
　１～３級

［留意事項］

○市県民税
(1)非課税

（2）一般障害者控除
【対象者】
　・３～６級の身体障害者手帳を持っている人
　・知的障がい者と判定された人（療育手帳：Ｂ１、Ｂ２）
　・２級、３級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
【控除額】所得金額から２６万円が控除されます。

（3）特別障害者控除
【対象者】
　・１級、２級の身体障害者手帳を持っている人
　・重度の知的障がい者と判定された人（療育手帳：Ａ）
　・１級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
【控除額】所得金額から３０万円が控除されます。

○軽自動車税(種別割）の減免
【対象者】
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者
【条件】
障がい者本人等の所有でもっぱら当該障がい者の利用に供するもの
【手続に必要なもの】
・障害者手帳　　　
・運転免許証　　　
【申請期限】
納期限の７日前まで

〇市県民税の控除・軽自動車税（種別割）の減免
市役所２階　総務部　市民税課　TEL　０７２－７４０－１１３２
〇軽自動車税（環境性能割）の減免
神戸県税事務所軽自動車税審査課　ＴEL　０７８－８２２－６０５０
＊手続きに必要なものや申請期限についての問い合わせも上記連絡先へお願いします。

　各種手帳を持っている方が納税義務者本人以外の場合は以下の通りとなります。
　・特別障がい者を扶養している納税義務者の合計所得金額から３０万円が控除されます。
　（同居されている場合は５３万円が控除されます。）

　軽自動車税（環境性能割）の減免手続きは、当分の間 神戸県税事務所軽自動車税審査課で実施しま
す。

＊合計所得金額とは、障害者控除などの各種所得控除を差し引く前の金額で、収入金額から必要経費を
差し引いた金額をいいます。

精神障がい

障がい者・障がい児が納税義務者本人であり、次の条件に該当する場合は、非課税となります。
令和４年度・・・前年（令和３年分）の合計所得金額が１３５万円以下

　各種手帳を持っている方が納税義務者本人以外の場合は以下の通りとなります。
　・一般障がい者を扶養している納税義務者の合計所得金額から２６万円が控除されます。

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆対象となる人

◆説明

税の控除・減免「市県民税・軽自動車税（種別割・環境性能割）」

◆手続（申請）先
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６　助　成　・　割　引　・　控　除　・　減　免　等

＜減免の対象となる自動車＞

・自動車税環境性能割（新しく自動車を購入〔取得〕する場合）
神戸県税事務所　自動車税審査・納税証明課　TEL　０７８－４４１－０３０５(軽自動車除く）
・軽自動車税環境性能割（新しく軽自動車を購入〔取得〕する場合）
神戸県税事務所　軽自動車税審査課　TEL　０７８－８２２－６０５０(軽自動車)
・自動車税種別割（既に所有している自動車について新たに自動車税種別割の減免を受ける場合）
伊丹県税事務所　　TEL　０７２－７８５－７４５１
※年度途中（２月末まで）の減免申請も可能です。ただし、申請の翌月分からの月割相当の減免になります。

・障害者手帳（原本）
・運転免許証（原本）

・扶養関係確認書類(障がい者と所有者・運転者が別居の場合に必要）
※コピー不可

【既に減免をうけている自動車を乗り換えられる場合】
・新たな自動車の減免申請時までに既減免車の移転・抹消登録が行われていることが確認できる書類(車
検証等)　※コピー可

※申請される方の状況によっては、上記のほかに必要な書類がありますので、県税事務所へお問い合わせ
ください。

障がい者の移動手段としてもっぱら継続的に使用される次に掲げる自動車が対象となります。
１.障がい者またはその人の親族で生計を一にする人が取得または所有し、運転する自動車
２.障がい者のみの世帯の人が取得または所有する自動車で、その人を常時介護する人が運転する自動車
※施設入所・入院中など、障がい者のために、もっぱら使用しない場合は、対象となりません。
※減免できる自動車は障がい者１人に対して１台（軽自動車・バイク・原付を含む）です。
※自動車税種別割の減免を申請できる人は、申請する自動車について、今年度分の自動車税種別割の
納税義務のある人です。
※自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の減免申請は、自動車の登録をするときに申請がで
きます。登録後に申請されても、減免を受けることはできません。

・住民票(障がい者、所有者、運転者分)
※コピー不可、当該年度に発行された３か月以内で続柄の記載のあるもの

・自動車税等に係る常時介護申立書（障がい者のみの世帯が所有または取得し、介護者が運転する場合
に必要）

精神障がい １級 　同上

［留意事項］
　手帳を交付申請中の人は対象となりませんので、ご留意ください。
　戦傷病者手帳を交付されている人は、手帳の内容等により、対象になる場合があります。
　なお、令和元年10月より自動車税は「自動車税種別割」に名称が変更され、自動車取得税は廃止となり
「自動車税環境性能割」 、「軽自動車税環境性能割」が創設されました。

身体障がい
　障がいの等級・部位の基準が詳細に定め
られていますので、県税事務所にお問い合
わせください。 　全額または２分の１（減免限度額の範囲内

で、等級や状況に応じて相違）
※減免額を超える部分についてはご負担
いただきます。

知的障がい Ａ・Ｂ１
　生計を一にする親族（６親等内血
族及び３親等内姻族）が本人のた
めに運転する場合

減免申請をする前に、必ず県税事務所にご確認をお願いします!
自動車の運転・所有形態や取得時期により、減免対象にならない場合や、
減免申請の場所・時期が異なる場合があります。必ず事前に県税事務所にお問い合わせください。

障がいの種類 等級 適用 減免を受けることができる金額

◆対象となる人

◆説明

税の控除・減免「自動車税種別割・自動車税環境性能割

・軽自動車税環境性能割」

◆手続（申請）先

◆手続に必要なもの
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　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
　１～３級

［留意事項］

障がい者・障がい児が相続により財産を取得する場合、控除が受けられます。
○一般障害者控除
【対象者】
　・３～６級の身体障害者手帳を持っている人
　・知的障がい者と判定された人（療育手帳：Ｂ１、Ｂ２）
　・２級、３級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
【控除額】
　８５歳に達するまでの年数に１０万円（※１）を乗じた金額を相続税額から控除します。
　（※１）　平成２７年１月１日以後に相続を開始される場合の控除額

○特別障害者控除
【対象者】
　・１級、２級の身体障害者手帳を持っている人
　・重度の知的障がい者と判定された人（療育手帳：Ａ）
　・１級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人等
【控除額】
　８５歳に達するまでの年数に２０万円（※２）を乗じた金額を相続税額から控除します。
　（※２）　平成２７年１月１日以後に相続を開始される場合の控除額

詳しくは税務署へお問い合わせください。

伊丹税務署
〒６６４－８５０５

伊丹市千僧１丁目４７－３　　TEL　０７２－７７９－６１２１

精神障がい

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆説明

税の控除（相続税）

◆手続（申請）先

◆対象となる人
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　１～６級
　Ａ・Ｂ１・Ｂ２
　１～３級

［留意事項］
　税目ごとに対象者が異なりますので、ご留意ください。

○個人事業税
【対象者・条件】

詳しくは県税事務所へお尋ねください。
【手続き（申請）先】
伊丹県税事務所　　TEL　０７２－７８５－９４１７

○障がい者等のマル優等
（１）障がい者等の少額預金の利子所得等の非課税制度（通称、障がい者等のマル優）

（２）障がい者等の少額公債の利子の非課税制度（通称、障がい者等の特別マル優）

精神障がい

　あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を行うもので、両眼の視力を
喪失した人および万国式試視力表により測定した両眼の視力が０．０６以下の視力障害のある人は、個人
事業税の課税対象外となります。

非課税の対象：預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券です。非課
税となるのは、上記４種類の貯蓄の元本の合計額が３５０万円までの利子です。

非課税の対象となる貯蓄は国債及び地方債です。非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額
が３５０万円までの利子です。これは障がい者等のマル優とは別枠になっています。

＊上記のいずれも対象は、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人です。
申請手続き等の詳細につきましては、金融機関、証券会社等にお問い合わせください。

障がいの種類 等級 備考
身体障がい
知的障がい

◆説明

税の控除・減免（個人事業税・マル優）

◆対象となる人
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